
            「宿泊にあたっての留意事項」      令和 5 年 4 月 7 日 

１．基本的な留意事項 

（ア）宿泊者同士の接触をできるだけ避け、身体的距離（できるだけ２ｍ）を確保する。 

（イ）マスク着用は令和５年３月 13 日以降、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の 

判断に委ねることになりましたが、引き続き定期的に手洗い・手指消毒を行う。 

https://www.bungo-ohno.jp/article/2023030200026/file_contents/0301.pdf 

2. 各エリアや場面における留意事項 

（ア）入館時には、手指消毒を行う。 

（イ）チェックイン時は、できる限り代表者がまとめてチェックインを行い、宿泊者は一つの場

所に固まらず、分散して待機する。 

（ウ）エレベーターを利用するときは、過密状態にならないようにして乗車する。 

（エ）宿泊する部屋では、一定時間ごとに部屋の窓を開けて換気する。 

（オ）大浴場等における入浴中は、対人距離を確保するとともに、浴室、浴槽内における会話は

控える。 

（カ）大浴場の休憩室では、対面で会話をしないようにする。 

（キ）化粧品・ブラシ等は持参する。 

（ク）食事会場では、入場時の手洗い又は手指消毒を行う。 

（ケ）トイレの蓋を閉めて汚物を流すようにする。 


